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組織の基本方針又は使
命

今年度取り組む
事項

どのようなニーズに基づ
くのか
どのような成果を目指す
のか

重点目標項目を実現
するため行う活動や
手段

目標の達成状況や成果の評価（できるだけ定量的に記入）
※目標の達成度の区

分（「B重点目標項
目」単位での評価）

目標が未達成であれば、今後の
具体的な取り組み

・田辺中央北地区にお
ける新市街地整備の促
進 17

・役員会の開催、運営
・地権者勉強会の開催、運営
・地権者対応（事業説明、同意取得等）
・事業計画のベースとなる基本計画の検討

・引き続いて基本計画の検討を行
う。

・新田辺駅東地区にお
ける市街地再整備の促
進

17

・準備委員会の開催、運営
・測量、交通量調査の実施
・基本構想の検討
・先進地の事例調査

・引き続いて基本構想の検討を行
う。

・大住工業専用地域の
拡大整備の促進

24

・三役との協議、助言
・役員会への参加
・事業計画の作成支援
・規制・誘導方策の検討（地区計画）
・関係機関協議の支援（道路、河川、都市計画）
・都市計画原案の作成

・令和元年度目標達成

・市北部の交通対策の
推進

○

・京都府、八幡市、田辺署、八幡署と、山手幹線渋滞対策勉
強会を開催（R1.9.18、R2.2.13） ・令和元年度目標達成

・都市計画道路大住草
内線整備事業の推進 18

・プロポーザル方式による委託業者の選定に向け、事務を進
めている。 ・引き続き概略設計業務を推進す

る。

・公共交通の充実、総
合的な交通政策の推進

○

・これまで取り組んできたバス交通の活性化に加え、鉄道や
タクシーといった他の公共交通も含めた持続可能な地域公共
交通ネットワークの形成に向けて、バス交通等検証委員会を
発展的に解散し、地域公共交通活性化協議会を令和２年度に
新たに立ち上げる。

・バリアフリー化事業
の推進

・バリアフリー基本構想に基づく生活関連経路のバリアフ
リー化工事を実施した。
・ソフト施策である「こころのバリアフリー」については、
これまでのパンフレットの在庫が僅かとなったことから増刷
業務を行った。

・空家等対策の推進 ・庁内検討会議、パブリックコメント等を実施し、「空家等
対策計画」を策定した。

・高齢者と大学生が共
に住む住宅施策の検討

○

・京都府、京都府委託マッチング事業者と本市に適した仕組
み作りについて検討した。
・高齢者、大学生へのアンケート及び市民向け説明会を実施
した。

・田辺公園拡張整備事
業の推進

35

・用地一部買い戻し実施
・支障物件撤去工事完了
・設計及び検討委員会支援業務実施中

・引き続き、設計及び検討委員会
支援業務を推進する。

・水辺の散策路環境整
備事業の推進 34

・遠藤川ルート等の整備完了
・案内看板設置完了

・遊歩道（山手東上西
野線）整備事業の推進

18

・山手東上西野線の整備完了

・防賀川公園人工芝改
修事業の実施 33

・コート２面人工芝改修工事完了
・多目的利用が可能となるよう条例を改正

・京田辺市すてきなま
ちなみ支援事業の促進

・道路等４団体、緑地等３団体を認定の上、植栽管理や清掃
活動等を実施。花苗・肥料、提供済み。

・交通安全対策及び交
通安全環境整備の推進

・全国交通安全運動にあわせた駅前での街頭啓発や、ゾーン
３０エリアでの毎月の啓発活動を実施した。
・通学路の安全対策として進めていた五反田４号線の改良工
事が完了した。
・歩行者の安全確保のため、山手幹線交差点３箇所に車両防
護柵を設置した。
・通学路のカラー塗装工事を完了した。
・園児等緊急安全対策事業を完了した。
・幹線道路舗装修繕工事を完了した。

・新西浜樋門、久保田
樋門等の治水対策事業
の促進

・R1.7.9 木津川治水会総会にて淀川河川事務所長に要望
・R1.8.22淀川河川事務所を市単独で個別訪問し所長に要望
・R1.10.15近畿地整要望（木津川治水会）
・R1.11.13府知事要望
・R1.11.21国交省要望（全国治水砂防促進大会、木津川治水
会）

・排水困難地対策事業
の推進

9

・打田高船線排水路整備工事完了
・草内美泥排水路整備工事完了
・松井地内排水路整備工事完了

・橋梁長寿命化修繕事
業の推進

7

・橋梁修繕設計業務委託（南鉾立歩道橋他3橋）完了
・橋梁点検（薪第一跨道橋他1橋）完了

・建築物の耐震対策の
促進（民間木造住宅、
ブロック塀）

・耐震診断：23件、本格改修工事：17件、簡易改修工事：１
7件、ブロック塀等撤去：15件

今年度の目標設定 今年度の目標の達成度と今後の取り組み

令
和
元
年
度

施
政
方
針

A

A

A

　「みんなが住み続けた
いと思えるまち」を基本
理念に、京田辺に住む人
の生活の質を向上させ、
時代の変化に対応した新
たな都市づくりを進める
ため、建設部門の果たす
べき役割を適切に執行管
理する。

１．時代の変化に
対応した新たな都
市づくり

みんなが住み続けたいと
思えるよう、まちの価値
を高め、魅力をさらに発
展させるため、都市基盤
の新たな整備及び再整備
を推進する。

２．安心で住み続
けることができる
まちづくり

誰もが住み続け、また
戻ってきたいと思えるま
ちづくりを進めるため、
市民の安心を支える事業
を推進する。

３．地域に住む
人々の.生活の質の
向上

緑豊かで健康な文化田園
都市の実現を目指し、市
民生活を豊かにする事業
を推進する。

４．誰もが安全に
暮らせるまちづく
り

市民が安全に暮らし続け
る生活基盤の充実を図る
ため、インフラの安全対
策事業を推進する。

B

令和元年度

組織目標達成度測定シート

※【目標の達成度の区分：A達成できた、B概ね達成できた、C達成できなかった】


